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令和 4 年６月 23 日 

 関 係 部 課 等 長  殿 

半 田 市指名審査会会長

副市長  山 本 卓 美 

指 名 停 止 変 更 決 定 通 知 書 

 このことについて、下記のとおり指名停止措置の変更を決定したので通知します。 

記 

１ 指名停止業者    

整理番号 3-00337 アイサワ工業（株）名古屋支店 

２ 指名停止期間 

変更前：令和４年６月２日から令和４年１０月１日まで４か月間 

変更後：令和４年６月２日から令和４年１２月１日まで６か月間 

３ 指名停止措置変更理由

防衛省近畿中部防衛局が令和２年に発注した岐阜(2)評価施設新設建築その他工事

に関し、近畿中部防衛局職員（当時）から入札情報を得て不正に落札したとして、令和４

年５月１０日、対象業者の使用人が公契約関係競売等妨害の容疑で愛知県警察に逮

捕されことにより、４か月の指名停止を措置したが、その後令和４年５月３１日、同使用人

及び同社の役員（取締役）が公契約関係競売等妨害罪及び官製談合防止法違反で起

訴されたことが確認されたため、指名停止措置を４か月から６か月に変更（２か月延長）し、

これに伴い指名停止期間を変更するもの。

 （問い合わせ先 半田市総務部総務課 契約検査担当 電話 0569-21-3111 内線 250）

写


